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(57)【要約】
【課題】操作量に応じて押し込み操作された表示を可能
とする表示制御装置、入力装置、及びプログラムを提供
する。
【解決手段】操作部１００の操作量（操作荷重）を取得
する取得部１０と、表示部２００へのアイコンの表示を
制御する表示制御部２０と、を備え、表示制御部２０は
、取得部１０で取得した操作部１００の操作量（操作荷
重）が増加するほど、アイコンの表示が縮小するように
表示を制御する、ように構成されている。また、表示制
御部２０は、取得部１０で取得した操作部１００の操作
量（操作荷重）が減少するほど、アイコンの表示が拡大
するように表示を制御する、ように表示制御装置１を構
成する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部の操作量を取得する取得部と、
　表示部へのアイコンの表示を制御する表示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が増加するほど、前記ア
イコンの表示が縮小するように表示を制御する、表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が減少するほど、前記ア
イコンの表示が拡大するように前記表示を制御する、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記操作部での操作対象を示す操作マーカを前記表示部に表示する
、請求項１または請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が増加するほど、前記操
作マーカの表示が縮小するように表示を制御する、請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が減少するほど、前記操
作マーカの表示が拡大するように表示を制御する、請求項３または請求項４に記載の表示
制御装置。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一項に記載の表示制御装置と、
　タッチ検出を行なうタッチパネルを備える、入力装置。
【請求項７】
　操作部の操作量を取得する操作量取得ステップと、
　前記操作量に対応する画像データを準備する画像準備ステップと、
　前記画像データにより表示部へのアイコンの表示を実行する表示ステップと、
　前記操作量取得ステップから前記表示ステップを繰り返して実行する表示制御を、コン
ピュータに実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、入力装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ディスプレイに表示された操作ボタンを遠隔操作装置で操作する場合の表示制御
として、操作ボタンの中の所望の１つが選択されて操作されると、操作された操作ボタン
を立体的に押し込み操作されたように表示する技術が開示されている（例えば、特許文献
１参照）。
【０００３】
　この遠隔操作装置は、表示装置と、表示装置の表示画面に機能選択画面を表示する場合
に、機能を立体的な操作ボタンで表示すると共に、全ての機能に対応する全ての立体的な
操作ボタンを鳥瞰図的に表示装置に表示する表示制御手段とを備えて構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１３７７７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来技術は、操作ボタンを立体的に押し込み操作されたように表示すると記載
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されているものの、具体的にどのように実現しているのか記載されておらず、実現が困難
であるという課題が生じる。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、操作量に応じて押し込み操作された表示を可能とする表
示制御装置、入力装置、及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
［１］上記目的を達成するため、操作部の操作量を取得する取得部と、表示部へのアイコ
ンの表示を制御する表示制御部と、を備え、前記表示制御部は、前記取得部で取得した前
記操作部の操作量が増加するほど、前記アイコンの表示が縮小するように表示を制御する
、表示制御装置を提供する。
［２］前記表示制御部は、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が減少するほど、前
記アイコンの表示が拡大するように前記表示を制御する、上記［１］に記載の表示制御装
置であってもよい。
［３］また、前記表示制御部は、前記操作部での操作対象を示す操作マーカを前記表示部
に表示する、上記［１］又は［２］に記載の表示制御装置であってもよい。
［４］また、前記表示制御部は、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が増加するほ
ど、前記操作マーカの表示が縮小するように表示を制御する、上記［３］に記載の表示制
御装置であってもよい。
［５］また、前記表示制御部は、前記操作部での操作対象を示す操作マーカを前記表示部
に表示し、前記取得部で取得した前記操作部の操作量が減少するほど、前記操作マーカの
表示が拡大するように表示を制御する、上記［３］または［４］に記載の表示制御装置で
あってもよい。
［６］また、上記［１］から［５］までのいずれか１の表示制御装置と、タッチ検出を行
なうタッチパネルを備える、入力装置であってもよい。
［７］上記目的を達成するため、操作部の操作量を取得する操作量取得ステップと、前記
操作量に対応する画像データを準備する画像準備ステップと、前記画像データにより表示
部へのアイコンの表示を実行する表示ステップと、前記操作量取得ステップから前記表示
ステップを繰り返して実行する表示制御を、コンピュータに実行させるためのプログラム
を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の表示制御装置、入力装置、及びプログラムによれば、操作量に応じて押し込み
操作された表示を可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る表示制御装置、入力装置の全体構成図である
。
【図２】図２は、図１に示す表示部に表示されたメニュー画面の一例を示す画面図である
。
【図３】図３（ａ）は、アイコンの初期状態を示す図であり、図３（ｂ）は、押し込み途
中の状態を示す縮小されたアイコンを示す図であり、図３（ｃ）は、押し込まれた状態を
示すさらに縮小されたアイコンを示す図である。
【図４】図４（ａ）は、操作マーカとしてのポインタの表示もされたアイコンの初期状態
を示す図であり、図４（ｂ）は、押し込み途中の状態を示す縮小されたアイコン及びポイ
ンタを示す図であり、図４（ｃ）は、押し込まれた状態を示すさらに縮小されたアイコン
及びポインタを示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る表示制御装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【図６】図６（ａ）は、表示部に表示されたメニュー画面の初期画面図であり、図６（ｂ



(4) JP 2019-91380 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

）は、アイコン(ボタン)の押し込み途中の状態を示すメニュー画面図であり、図６（ｃ）
は、アイコン(ボタン)が押し込まれた状態を示すメニュー画面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（本発明の実施の形態）
　本発明の実施の形態に係る表示制御装置１は、操作部１００の操作量（操作荷重）を取
得する取得部１０と、表示部２００へのアイコンの表示を制御する表示制御部２０と、を
備え、表示制御部２０は、取得部１０で取得した操作部１００の操作量（操作荷重）が増
加するほど、アイコンの表示が縮小するように表示を制御する、ように構成されている。
また、表示制御部２０は、取得部１０で取得した操作部１００の操作量（操作荷重）が減
少するほど、アイコンの表示が拡大するように表示を制御する、ように構成されている。
【００１１】
　本発明の実施の形態に係る表示制御装置１は、取得部１０が操作部１００への押圧操作
による操作量を操作荷重として取得し、この操作荷重に対応して、表示部２００へのアイ
コンの表示を、操作荷重が増加するほど、アイコンの表示が縮小するように表示を制御す
る。また、操作荷重が減少するほど、アイコンの表示が拡大するように表示を制御する。
以下においては、アイコンの表示を段階的に行なうものとし、一例として、３段階に縮小
または拡大表示を行なうものとして説明する。
【００１２】
　図１に示すように、表示制御装置１は、取得部１０、表示制御部２０、記憶部３０等を
備えて概略構成されている。表示制御装置１は、操作部１００を構成するタッチパネル１
１０と接続され、入力ポートとして機能する取得部１０により、タッチ位置信号ＳＰ及び
操作荷重信号ＳＬが取得される。また、表示制御装置１は、表示部２００と接続され、表
示信号ＳＤを出力することにより、メニュー画像、アイコン（２１０～２１２）、及び、
操作（タッチ）位置を示す操作マーカとしてのポインタ２２０等を表示する。
【００１３】
（表示制御装置１）
　表示制御装置１は、取得部１０、表示制御部２０、記憶部３０等を備えた例えばマイク
ロコンピュータで構成されている。表示制御装置１は、記憶されたプログラムに従って、
取得したデータに演算、加工などを行うＣＰＵ（Central Processing Unit）、半導体メ
モリであるＲＡＭ（Random Access Memory）及びＲＯＭ（Read Only Memory）などから構
成される。なお、表示制御装置１は、図１に示すように、取得部１０、表示制御部２０、
記憶部３０が一体に構成されている必要はなく、例えば、表示制御部は外部の画像処理チ
ップ、記憶部は外部メモリ等を用いる構成であってもよい。
【００１４】
　取得部１０は、例えば、マイクロコンピュータの入出力ポートである。入出力ポートと
しては、図１に示すように、操作部１００の操作量であるタッチ位置（Ｘ、Ｙ）を示すタ
ッチ位置信号ＳＰを取得するＰ１ポート、操作部１００の操作量である操作荷重を示す操
作荷重信号ＳＬを取得するＰ２ポート、表示信号ＳＤを出力するＰ３ポートである。
【００１５】
　表示制御部２０は、マイクロコンピュータの処理、演算機能を使用して、取得部１０か
ら取得したタッチ位置信号ＳＰに基づいてアイコン選択、操作荷重信号ＳＬに基づいて表
示用アイコン画像、ポインタ画像の画像データの準備、操作荷重信号ＳＬが規定値に達し
たかどうかの判断処理、入力確定処理、入力処理（表示色変更、反力呈示、アイコンに対
応した処理実行）等を実行する。
【００１６】
　記憶部３０は、図１、図２に示すような、メニュー画像、アイコン（２１０～２１２）
、及び、操作（タッチ）位置を示す操作マーカとしてのポインタ２２０等の画像データを
記憶している。また、アイコン（２１０～２１２）、ポインタ２２０の初期状態の画像デ
ータ、段階的に縮小、拡大された状態の画像データを記憶している。これらの各画像デー
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タは、表示制御部２０の要求により、随時参照可能とされている。
【００１７】
　上記示したメニュー画面、アイコン（２１０～２１２）は、図２に示す、表示部２００
の左上を原点ＯとするＸ、Ｙ座標で記憶されている。また、アイコン（２１０～２１２）
は、例えば、各アイコン（２１０～２１２）の中心がそれぞれ（Ｘ１、Ｙ１）、（Ｘ２、
Ｙ２）、（Ｘ３、Ｙ３）とされ、アイコンの選択範囲を規定するアイコン枠（２１０Ａ、
２１１Ａ、２１２Ａ）が２次元データとして記憶されている。
【００１８】
　また、図３に示すように、例えば、アイコン２１１の寸法が縮小されたアイコン２１１
ｂ、さらに縮小されたアイコン２１１ｃ等が記憶されている。同様に、図４に示すように
、例えば、ポインタ２２０の寸法が縮小されたポインタ２２０ｂ、さらに縮小されたポイ
ンタ２２０ｃ等が記憶されている。
【００１９】
　アイコン（２１０～２１２）の形状データは、各アイコン中心（Ｘ１、Ｙ１）、（Ｘ２

、Ｙ２）、（Ｘ３、Ｙ３）を原点とするローカル座標系（ｘ、ｙ）で記憶されている。ポ
インタ２２０の形状データについても同様に、ポインタ中心原点とするローカル座標系で
記憶されている。
【００２０】
（操作部１００）
　操作部１００は、図１に示すように、タッチパネル１１０と、タッチパネル１１０への
操作荷重を検出する荷重センサ１２０から構成されている。操作部１００は、例えば、車
両のセンターコンソールに装着される。
【００２１】
　タッチパネル１１０は、表示部２００と対応した２次元座標が検出可能な、例えば、静
電容量方式の２次元タッチセンサである。タッチパネル１１０は、タッチパネル１１０上
の指等によるタッチ位置を検出して、タッチ位置信号ＳＰとして表示制御装置１へ出力す
る。
【００２２】
　また、荷重センサ１２０は、例えば、静電容量方式、圧電式の荷重センサである。荷重
センサ１２０は、タッチパネル１１０への操作荷重、押圧荷重を検出し、これを操作荷重
信号ＳＬとして表示制御装置１へ出力する。
【００２３】
（表示部２００）
　表示部２００は、図１に示すように、メニュー画面が表示され、操作部１００により遠
隔操作されて、アイコン選択、画面表示の変更、入力確定、入力処理等が表示される。表
示部２００が車両に装着される場合は、例えば、車両のインストルメントパネルに装着さ
れる。表示部２００は、例えば、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）型等の周知の液晶ディ
スプレイである。この表示部２００は、表示制御装置１に接続され、出力される表示信号
ＳＤに基づいて表示制御される。
【００２４】
（表示制御装置１の動作）
　図５で示す本発明の実施の形態に係る表示制御装置１の動作を示すフローチャートに基
づいて、説明する。
【００２５】
（Ｓｔｅｐ１）
　表示制御装置１は、取得部１０により、操作部１００のタッチパネル１１０から出力さ
れるタッチ位置信号ＳＰを取得することにより、タッチ位置（操作位置）の座標取得を行
なう。
【００２６】
（Ｓｔｅｐ２）
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　表示制御装置１は、取得されたタッチ位置（Ｘ、Ｙ）が、アイコン枠（２１０Ａ、２１
１Ａ、２１２Ａ）内の点かどうかを判断することにより、アイコンを選択する。例えば、
取得されたタッチ位置（Ｘ、Ｙ）が、アイコン枠２１１Ａ内の点である場合は、図２で示
すアイコン２１１であるとして、アイコン選択を実行する。
【００２７】
（Ｓｔｅｐ３）
　また、表示制御装置１は、取得部１０により、取得されたタッチ位置（Ｘ、Ｙ）におけ
る操作量を取得する。操作量として、操作荷重信号ＳＬを取得する。
【００２８】
（Ｓｔｅｐ４）
　表示制御装置１は、表示制御部２０において、上記の操作荷重信号ＳＬに対応するアイ
コン画像を表示用画像として準備する。
【００２９】
（表示用アイコン画像の準備）
　表示制御部２０は、記憶部３０に記憶されたアイコン画像の中から、操作荷重信号ＳＬ

に対応したアイコン画像を選択して、ＲＡＭに読み込む。アイコン画像は操作荷重信号Ｓ

Ｌに段階的に対応して例えば、大、中、小と３段階の大きさで形成された画像データが記
憶部３０に記憶されているので、表示制御部２０は、操作荷重信号ＳＬの３段階の区分に
対応した画像データをＲＡＭに読み込む。
【００３０】
　なお、アイコン画像は、上記の３段階には限られず、さらに多くの段階ごとに表示でき
るようにしてもよい。
【００３１】
　また、表示制御部２０は、記憶部３０に記憶されたアイコン画像のテンプレート画像を
ＲＡＭに読み込み、操作荷重信号ＳＬに対応して縮小、拡大処理を施すことにより、操作
荷重信号ＳＬに対応した大きさのアイコン画像を準備することも可能である。テンプレー
ト画像は、ローカル座標系で定義されており、この座標系において操作荷重信号ＳＬに対
応したスケール変換を実行する。これにより形成されたアイコン画像を、図２で示す原点
ＯのＸＹ座標系に対応させて表示することが可能である。
【００３２】
　また、表示制御装置１は、表示制御部２０において、上記の操作荷重信号ＳＬに対応す
るポインタ画像を表示用画像として準備する。ポインタ画像の準備も、表示用アイコン画
像の準備と同様に、操作荷重信号ＳＬに段階的に対応したポインタ画像をＲＡＭに読み込
む。あるいは、ポインタ画像のテンプレート画像をＲＡＭに読み込み、操作荷重信号ＳＬ

に対応して縮小、拡大処理を施すことにより、操作荷重信号ＳＬに対応した大きさのポイ
ンタ画像を準備することも可能である。
【００３３】
（Ｓｔｅｐ５）
　表示制御装置１は、Ｓｔｅｐ４で準備された画像データ（アイコン、ポインタ）を画像
表示する。ローカル座標系で定義された画像の場合は、図２で示す左上を原点とするワー
ルド座標系に変換して、アイコン、ポインタの画像表示を行なう。
【００３４】
　図６（ａ）に示す初期画面から、アイコン２１１が押し込み操作された場合は、押し込
み途中の状態を示す、アイコン２１１ｂの画像を表示する。その他の画像は、図６（ａ）
の初期画面と同じである。アイコン２１１が押し込み操作に応じて、図６（ｂ）に示すよ
うな縮小表示されたアイコン２１１ｂの画像が表示されることにより、操作者に対して、
押し込み操作感を想起させる。
【００３５】
（Ｓｔｅｐ６）
　表示制御装置１は、表示制御部２０において、操作量（操作荷重）が規定値に達したか
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どうかを判断する。操作荷重信号ＳＬに基づいて、操作量（操作荷重）が規定値に達した
場合は、Ｓｔｅｐ７へ進み（Ｓｔｅｐ６：Ｙｅｓ）、操作量（操作荷重）が規定値に達し
ない場合は、Ｓｔｅｐ３へ戻る（Ｓｔｅｐ６：Ｎｏ）。
【００３６】
　Ｓｔｅｐ３からＳｔｅｐ６のループを繰り返して実行することにより、操作者に対して
、操作感を想起させることができる。例えば、上記示した、押し込み途中の状態を示すア
イコン２１１ｂの画像を表示した後に、さらに押し込み操作をした場合は、図６（ｃ）に
示すようなさらに縮小表示されたアイコン２１１ｂの画像が表示されることにより、操作
者に対して、押し込み操作感を想起させる。
【００３７】
　逆に、押し込み途中において、操作量（操作荷重）を減少させるような操作をした場合
は、図６（ｂ）に示すアイコン２１１ｂから見て、拡大されたアイコン２１１が図６（ａ
）に示すように表示される。これにより、操作者に対して、現実感の高い操作感を想起さ
せることができる。
【００３８】
　図６（ａ）～（ｃ）に示すように、操作量（操作荷重）に対応して、アイコン２１１、
２１１ｂ、２１１ｃの表示を段階的に切り替えることにより、操作者の押し込み操作に対
応してアイコンの縮小、拡大表示が可能である。また、同様にして、操作量（操作荷重）
に対応して、ポインタ２２０、２２０ｂ、２２０ｃの表示を段階的に切り替えることによ
り、操作者の押し込み操作に対応してポインタの縮小、拡大表示が可能である。
【００３９】
　（Ｓｔｅｐ７）
　表示制御装置１は、操作荷重信号ＳＬが操作量（操作荷重）の規定値に達したので、エ
ンター入力がされたものとして入力確定の処理を実行する。
【００４０】
　（Ｓｔｅｐ８）
　表示制御装置１は、アイコン２１１に対応するメニュー内容の入力処理を実行する。入
力処理の例としては、アイコンの表示色を変更する、エンター入力を操作者に呈示するた
めに反力を付加する、等である。また、アイコン２１１に対応するメニュー内容に応じた
具体的な処理を実行する。具体的な処理としては、表示制御装置１が車両に搭載される場
合は、例えば、エアコン装置のスイッチオン、オーディオ装置のスイッチオン、カーナビ
装置のスイッチオン、等である。
【００４１】
　上記の入力処理を実行した後、Ｓｔｅｐ１へ戻って、上記示した一連の動作を繰り返し
て実行することができる。
【００４２】
（入力装置としての実施形態）
　上記説明した表示制御装置１と、静電容量を検出してタッチ検出を行なうタッチパネル
１１０を備える入力装置も、本発明の実施の形態の一つである。また、表示制御装置１の
説明においては、操作部１００と表示部２００が別体でそれぞれが表示制御装置１に接続
されて、操作部１００を指等によりタッチ操作して、表示部２００上のポインタによりア
イコン等を遠隔操作する態様としたが、操作部１００と表示部２００が一体となった形態
であってもよい。
【００４３】
（プログラムとしての実施形態）
　コンピュータに、表示制御装置１で示した、操作部の操作量を取得する操作量取得ステ
ップと、操作量に対応する画像データを準備する画像準備ステップと、画像データにより
表示部へのアイコンの表示を実行する表示ステップと、操作量取得ステップから表示ステ
ップを繰り返して実行する表示制御を、コンピュータに実行させるためのプログラムも、
本発明の実施の形態の一つである。表示制御装置１の動作で説明したＳｔｅｐ４が画像準
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チャートを繰り返して実行する表示制御を、コンピュータに実行させるためのプログラム
の実施形態とすることができる。
【００４４】
　また、上記のようなプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本
発明の実施の形態の一つである。
【００４５】
（実施の形態の効果）
　本発明の実施の形態によれば、以下のような効果を有する。
（１）本発明の実施の形態に係る表示制御装置１は、操作部１００の操作量（操作荷重）
を取得する取得部１０と、表示部２００へのアイコンの表示を制御する表示制御部２０と
、を備え、表示制御部２０は、取得部１０で取得した操作部１００の操作量（操作荷重）
が増加するほど、アイコンの表示が縮小するように表示を制御する、ように構成されてい
る。また、表示制御部２０は、取得部１０で取得した操作部１００の操作量（操作荷重）
が減少するほど、アイコンの表示が拡大するように表示を制御する、ように構成されてい
る。操作量（操作荷重）に対応して、アイコンの表示を段階的に切り替えることにより、
操作者の押し込み操作に対応してアイコンの縮小、拡大表示が可能である。これにより、
操作者に対して、現実感の高い操作感を想起させることができる。
（２）上記示した操作量（操作荷重）に対応するアイコンの表示は、さらに多段階的にす
ることが可能である。また、段階的でなく、滑らかな表示切り替えとすることも可能であ
る。
（３）表示制御装置１と、タッチ検出を行なうタッチパネル１１０を備える入力装置とす
る実施の形態では、なぞり操作によりアイコン（ボタン）が選択された状態で押下力を検
知する事で、押下力に合わせてポインタとアイコン（ボタン）表示を段階的に小さく表示
し、連続的な押し込み操作感を呈示することができる。
【００４６】
　以上、本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、一例に過
ぎず、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、これら新規な実施の形
態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で、種々の省略、置き換え、変更等を行うことができる。また、これら実施の形態の中
で説明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは限ら
ない。さらに、これら実施の形態は、発明の範囲及び要旨に含まれるとともに、特許請求
の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４７】
１…表示制御装置、１０…取得部、２０…表示制御部、３０…記憶部、１００…操作部、
１１０    …タッチパネル、１２０…荷重センサ、２００…表示部、２１１、２１１ｂ、
２１１ｃ…アイコン、２１１Ａ…アイコン枠、２２０、２２０ｂ、２２０ｃ…ポインタ、
Ｏ…原点、ＳＤ…表示信号、ＳＬ…操作荷重信号、ＳＰ…タッチ位置信号
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